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使用薬剤の薬価（薬価基準）の一部改正等について 

 

 

使用薬剤の薬価（薬価基準）（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」とい

う。）が令和７年厚生労働省告示第145号をもって改正され、令和７年４月16日から適用す

ることとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴

管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。 

 

 

記 

 

 

１ 薬価基準の一部改正について 

(１) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年

法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。）の規定に基づき製造販売承

認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（注射薬３品目）について、薬価基

準の別表に収載したものであること。 

 

(２) (１)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりで

あること。 

 

区 分 内 用 薬 注 射 薬 外 用 薬 歯科用薬剤 計 

品目数 ６，９０４ ３，４４２ １，９７４ ２７ １２，３４７ 

 



 

２ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について 

アナエブリ皮下注 200mg ペン 

本製剤の効能又は効果は「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」であることを

踏まえ、関連する学会のガイドライン等を参考に、遺伝性血管性浮腫の確定診断がさ

れ、急性発作のおそれがある患者に対して使用すること。 

 

 


